
公益財団法人山口正栄記念奨学財団 ２０２３年度奨学生募集要項 
 
１．応募の資格 
 

（１）北海道内の住民であること（留学生は応募不可） 
（２）大学及び大学院の理工系又は情報系に在籍していること 
（３）経済的理由により修学困難な事情があること 

 
２．募集人員 
 
    大学学部生 理工系及び情報系学部学科の３学年（２０２３年４月より）に在籍の者  ６名 

 大学院生  理工系及び情報系修士課程の１学年（２０２３年４月より）に在籍の者 １４名 
 
３．奨学金および給付の対象となる期間 
 

大学学部生 月額 ３０,０００円（２０２３年４月～２０２５年３月 総額 ７２万円) 
大学院生   月額 ５０,０００円（２０２３年４月～２０２５年３月 総額１２０万円） 

        
４．応募書類の受付期間 
 
   ２０２３年４月１日(土)～２０２３年５月１２日(金)（事務局必着） ※他の奨学金との併願可 
    
５．応募方法 http://www.yamaguchi-scholarship.or.jp/invitation.htm 
 
   「６．提出書類」のうち(１)～(４)をＰＤＦ形式で作成の上、事務局宛に E-mail でお送り下さい。 

info@yamaguchi-scholarship.or.jp ファイルサイズが５MB を超える場合は圧縮して下さい。情報漏洩防止 
のため必ずパスワードを設定して下さい。(５)(６)は採用決定後にご提出いただきます。 

 
６．提出書類 
 

（１）奨 学 生 願 書（様式１の１－写真貼付、様式１の２） 
（２）家庭状況調査書（様式２） 

※家庭事情欄には、奨学金の給付を必要とする家族の状況や経済的事情等について詳細に記入して下さい。 
   （３）学業成績証明書 

※大学学部生は１､２年次の成績証明書を大学院生は大学の成績証明書を提出願います。 
（４）作文課題（以下の募集ＵＲＬもしくはＱＲコードより HP の作文課題を参照の上、当財団記念誌「1 年 D クラスの 
   座談会」を読んだ後に山口先生が担任だったのはわずか数か月という短い期間でしかないのに生涯の師弟 

関係を結ぶことになった要因はなんだと思うかについて A4 縦サイズ横書き word 形式・ＭＳ明朝 16 ポイント 
1 行 25 文字・25ｐｔ改行で 400 字以内で作成したものをＰＤＦに変換して提出して下さい。先頭行に大学名・ 
氏名を明記のこと※文字数には含みません） 

   （５）所得に関する証明書 
      ・給与所得の場合／２０２２年分の給与所得の源泉徴収票の写し 
      ・年金、恩給、児童扶養手当を受給の場合／証書、支払通知書の写し 
      ・雇用保険を受給している場合／雇用保険受給資格者証の写し 
      ・生活保護を受給している場合／市区町村福祉部長発行の生活保護受給証明書 
      ・事業所得、その他の所得の場合／２０２２年分の所得税の確定申告書の写し 
   （６）健康診断書(大学発行のもの) 
 
７．選考方法及び採否 
 

書類選考後、面接（２０２３年６月１０日 ※zoom によるオンライン開催）による選考（選考委員会）を経て理事会に 
より決定する。採否については、６月中旬までに本人に通知する。面接に出席できない場合は、選考を辞退した 
ものとして扱う 

 
８．その他 
 

奨学生に採用された者は、３カ月毎の近況報告、授与式（２０２３年６月２４日）、修了式（２０２５年２月２２日）、 
交流会（２０２３年８月２６、２７日開催予定、２０２４年８月下旬開催予定）への出席やグループ単位での発表等の 
活動に参加しなければならない。 
※各イベントは新型コロナウイルスの感染状況を考慮し対面もしくはオンラインで開催します。 
応募の時点で上記の行事に参加できないことが確定している応募者は、その事由により選考の対象外となる場合 
があるので、応募時に申し出ること 

 
９．書類送付及び問合せ先 
 
     〒001-0021 札幌市北区北２１条西３丁目１番１４号 ㈱ジャパンテクニカルソフトウェア内 
     公益財団法人山口正栄記念奨学財団 (担当理事・神家満、事務局長･小湊） 
      TEL  ０１１-７３７-９２２５ FAX ０１１-７３７-９１３０  
      Ｅ-mail    info@yamaguchi-scholarship.or.jp 
      URL（募集） http://www.yamaguchi-scholarship.or.jp/invitation.htm 

Facebook   https://www.facebook.com/yamaguchischolarship 

 

当財団の奨学金は給付型奨学金であり返還の必要はありません。 


